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山
口

県
地

域
防

災
計

画
本

編
修

正
案

（
岩

国
錦

帯
橋

空
港

関
係

）
新

旧
対

照
表

現
行

修
正

案

第
２

編
災

害
予

防
計

画
第

２
編

災
害

予
防

計
画

第
１

６
章

交
通

災
害

予
防

計
画

第
１

６
章

交
通

災
害

予
防

計
画

第
２

節
航

空
災

害
予

防
計

画
第

２
節

航
空

災
害

予
防

計
画

本
計

画
は

、
県

が
管

理
者

で
あ

る
山

口
宇

部
空

港
に

お
け

る
航

空
機

災
害

の
被

害
軽

減
本

計
画

は
、

国
が

管
理

者
で

あ
る

岩
国

飛
行

場
（

民
間

機
の

み
。
）

及
び

県
が

管
理

者

を
目

的
と

し
て

県
及

び
市

町
が

と
る

災
害

予
防

対
策

に
つ

い
て

定
め

る
。

で
あ

る
山

口
宇

部
空

港
に

お
け

る
航

空
機

災
害

の
被

害
軽

減
を

目
的

と
し

て
県

及
び

市
町

な
お

、
県

内
に

は
他

に
３

つ
の

非
公

共
用

飛
行

場
（

自
衛

隊
及

び
米

軍
使

用
）

が
所

在
が

と
る

災
害

予
防

対
策

に
つ

い
て

定
め

る
。

し
て

お
り

、
こ

れ
ら

の
飛

行
場

及
び

周
辺

地
域

に
お

け
る

航
空

機
災

害
防

止
に

つ
い

て
は

、
な

お
、
県

内
に

は
他

に
３

つ
の

非
公

共
用

飛
行

場
（

自
衛

隊
及

び
米

軍
使

用
。
た

だ
し

、

そ
れ

ぞ
れ

の
機

関
に

お
い

て
そ

の
使

用
形

態
に

応
じ

た
災

害
防

止
対

策
が

講
じ

ら
れ

て
い

岩
国

飛
行

場
に

つ
い

て
は

民
間

と
の

共
用

。
）

が
所

在
し

て
お

り
、

こ
れ

ら
の

飛
行

場
及

る
。

び
周

辺
地

域
に

お
け

る
航

空
機

災
害

防
止

に
つ

い
て

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
機

関
に

お
い

て
そ

の
使

用
形

態
に

応
じ

た
災

害
防

止
対

策
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
。

第
１

項
航

空
災

害
予

防
対

策
第

１
項

航
空

災
害

予
防

対
策

【
県

（
港

湾
課

、
防

災
危

機
管

理
課

）
・

国
（

福
岡

航
空

測
候

所
山

口
宇

部
空

港
出

張
所

、
【

国
（

大
阪

航
空

測
気

所
広

島
出

張
所

、
福

岡
航

空
測

候
所

山
口

宇
部

空
港

出
張

所
、

大

大
阪

航
空

局
山

口
宇

部
空

港
出

張
所

）
・

市
町

（
消

防
機

関
）
・

航
空

運
送

事
業

者
】

阪
航

空
局

岩
国

空
港

事
務

所
、

山
口

宇
部

空
港

出
張

所
）
・

県
（

港
湾

課
、

防
災

危
機

管

理
課

）
・

市
町

（
消

防
機

関
）
・

航
空

運
送

事
業

者
】

１
航

空
交

通
の

安
全

の
た

め
の

情
報

の
充

実
１

航
空

交
通

の
安

全
の

た
め

の
情

報
の

充
実

(
1)

福
岡

航
空

測
候

所
山

口
宇

部
空

港
出

張
所

は
、
（

略
）

(
1)

大
阪

航
空

測
候

所
広

島
出

張
所

及
び

福
岡

航
空

測
候

所
山

口
宇

部
空

港
出

張
所

は
、

（
略

）

２
飛

行
場

の
保

安
管

理
の

充
実

２
飛

行
場

の
保

安
管

理
の

充
実

県
及

び
大

阪
航

空
局

山
口

宇
部

空
港

出
張

所
は

、
（

略
）

大
阪

航
空

局
岩

国
空

港
事

務
所

及
び

山
口

宇
部

空
港

出
張

所
並

び
に

県
は

、
（

略
）

３
国

（
大

阪
航

空
局

岩
国

空
港

事
務

所
）

の
対

応

（
新

設
）

岩
国

空
港

事
務

所
は

、
岩

国
飛

行
場

民
航

地
区

の
管

理
者

と
し

て
航

空
法

に
よ

り
飛

行
場

内
に

お
け

る
航

空
機

災
害

に
つ

い
て

の
保

安
管

理
責

任
が

課
さ

れ
て

い
る

こ
と

か

ら
、

適
正

な
保

安
管

理
を

遂
行

す
る

た
め

、
関

係
機

関
の

協
力

の
も

と
次

の
対

策
を

推

進
す

る
も

の
と

す
る

。

(
1)

消
火

救
難

設
備

の
整

備

消
火

救
難

隊
が

適
切

な
救

難
活

動
が

行
え

る
よ

う
必

要
な

設
備

の
整

備
充

実
を

推
進

す
る

。
（

初
期

消
火

活
動

は
米

軍
対

応
）

・
岩

国
空

港
事

務
所

の
整

備
す

べ
き

資
機

材

ア
救

急
医

療
搬

送
車

航
空

機
火

災
等

か
ら

救
助

を
行

う
た

め
の

救
助

工
作

車
を

１
台

設
置

す
る

こ
と

。

イ
通

信
設

備

迅
速

な
救

難
活

動
を

行
う

た
め

、
岩

国
市

又
は

周
辺

市
町

の
消

防
機

関
と

の
間

に
専

用
電

話
又

は
無

線
通

信
設

備
を

設
置

す
る

こ
と

。

ウ
前

述
の

救
難

設
備

を
有

効
に

操
作

し
、

事
故

の
現

場
に

搬
送

で
き

る
要

員
を

確
保

す

る
こ

と
。

1



(
2)

救
急

資
機

材
の

整
備

充
実

航
空

機
事

故
が

発
生

し
た

場
合

は
多

く
の

死
傷

者
が

生
じ

る
の

が
通

例
で

あ
り

、
災

害
想

定
を

基
に

し
て

必
要

な
医

薬
品

、
資

機
材

の
整

備
充

実
を

図
る

。

(
3)

連
絡

体
制

及
び

手
段

の
整

備

災
害

発
生

時
等

に
お

け
る

関
係

機
関

へ
の

通
報

連
絡

体
制

の
整

備
を

図
る

と
と

も
に

、

消
火

救
難

隊
、

市
町

消
防

機
関

、
警

察
等

関
係

機
関

と
の

間
の

情
報

連
絡

が
容

易
に

行

え
る

よ
う

通
信

連
絡

手
段

の
整

備
を

推
進

す
る

。

(
4)

応
援

体
制

の
整

備

災
害

発
生

時
に

お
け

る
消

防
救

難
活

動
を

円
滑

に
行

う
に

は
、

地
元

消
防

機
関

、
隣

接
市

町
そ

の
他

の
関

係
機

関
の

支
援

又
は

協
力

が
必

要
と

な
る

た
め

、
こ

れ
ら

関
係

機

関
と

の
間

に
お

け
る

災
害

応
急

対
策

に
関

す
る

協
定

等
の

締
結

を
図

る
も

の
と

す
る

。

(
5)

訓
練

の
実

施

航
空

機
災

害
に

際
し

て
迅

速
か

つ
的

確
な

災
害

応
急

対
策

を
実

施
す

る
た

め
、

防
災

技
術

の
習

熟
、

関
係

機
関

相
互

に
お

け
る

支
援

体
制

の
強

化
等

を
目

的
と

し
た

実
戦

的

な
訓

練
を

実
施

す
る

。

３
県

の
対

応
４

県
の

対
応

県
は

、
飛

行
場

管
理

者
と

し
て

（
略

）
県

は
、

山
口

宇
部

空
港

の
飛

行
場

管
理

者
と

し
て

（
略

）

４
市

町
（

消
防

機
関

）
５

市
町

（
消

防
機

関
）

５
関

係
機

関
６

関
係

機
関

第
２

項
規

制
措

置
の

実
施

の
推

進
第

２
項

規
制

措
置

の
実

施
の

推
進

【
国

（
大

阪
航

空
局

山
口

宇
部

空
港

出
張

所
）
】

【
国

（
大

阪
航

空
局

岩
国

空
港

事
務

所
、

山
口

宇
部

空
港

出
張

所
）
】

２
大

阪
航

空
局

山
口

宇
部

空
港

出
張

所
は

、
関

係
す

る
航

空
会

社
に

対
し

航
空

法
の

遵
２

大
阪

航
空

局
岩

国
空

港
事

務
所

及
び

山
口

宇
部

空
港

出
張

所
は

、
関

係
す

る
航

空
会

守
並

び
に

運
航

の
監

督
及

び
必

要
な

指
導

を
強

化
す

る
な

ど
し

て
、

航
空

災
害

予
防

に
社

に
対

し
航

空
法

の
遵

守
並

び
に

運
航

の
監

督
及

び
必

要
な

指
導

を
強

化
す

る
な

ど
し

努
め

る
も

の
と

す
る

。
て

、
航

空
災

害
予

防
に

努
め

る
も

の
と

す
る

。

第
３

項
化

学
工

場
等

に
お

け
る

航
空

事
故

に
よ

る
産

業
災

害
の

防
止

第
３

項
化

学
工

場
等

に
お

け
る

航
空

事
故

に
よ

る
産

業
災

害
の

防
止

【
国

（
広

島
空

港
事

務
所

、
北

九
州

空
港

事
務

所
）
・

関
係

市
町

】
【

国
（

大
阪

航
空

局
広

島
空

港
事

務
所

、
岩

国
空

港
事

務
所

、
北

九
州

空
港

事
務

所
）
・

関
係

市
町

】

第
３

編
災

害
応

急
対

策
計

画
第

３
編

災
害

応
急

対
策

計
画

第
２

章
災

害
情

報
の

収
集

・
伝

達
計

画
第

２
章

災
害

情
報

の
収

集
・

伝
達

計
画

第
２

節
災

害
情

報
収

集
・

伝
達

計
画

第
２

節
災

害
情

報
収

集
・

伝
達

計
画

９
空

港
の

被
害

及
び

応
急

対
策

の
状

況
に

関
す

る
情

報
の

収
集

・
伝

達
９

空
港

の
被

害
及

び
応

急
対

策
の

状
況

に
関

す
る

情
報

の
収

集
・

伝
達

(
1)

収
集

(
1)

収
集

第
８

章
緊

急
輸

送
計

画

第
５

節
交

通
規

制
第

５
節

交
通

規
制

市
町

総
務

部
本

部
室

班

地
方

本
部

（
地

域
協

）
（

防
災

危
機

管
理

課
）

山
口

宇
部

空
港

事
務

所
地

域
振

興
対

策
部

(
)

交
通

政
策

課

土
木

建
築

対
策

部
（

港
湾

課
）

市
町

総
務

部
本

部
室

班

地
方

本
部

（
地

域
協

）
（

防
災

危
機

管
理

課
）

岩
国

空
港

事
務

所
地

域
振

興
対

策
部

(
)

交
通

政
策

課

山
口

宇
部

空
港

事
務

所
土

木
建

築
対

策
部

（
港

湾
課

）

2



第
３

項
航

空
交

通
規

制
等

第
３

項
航

空
交

通
規

制
等

【
国

土
交

通
省

広
島

空
港

事
務

所
・

北
九

州
空

港
事

務
所

】
【

大
阪

航
空

局
広

島
空

港
事

務
所

・
岩

国
空

港
事

務
所

・
北

九
州

空
港

事
務

所
】

広
島

空
港

事
務

所
又

は
北

九
州

空
港

事
務

所
は

、
災

害
が

発
生

し
た

場
合

、
航

空
機

の
大

阪
航

空
局

広
島

空
港

事
務

所
、

岩
国

空
港

事
務

所
又

は
北

九
州

空
港

事
務

所
は

、
災

安
全

を
図

る
観

点
か

ら
以

下
の

対
策

を
講

じ
る

。
害

が
発

生
し

た
場

合
、

航
空

機
の

安
全

を
図

る
観

点
か

ら
以

下
の

対
策

を
講

じ
る

。

第
２

２
章

交
通

災
害

対
策

計
画

第
２

２
章

交
通

災
害

対
策

計
画

第
２

節
航

空
災

害
対

策
計

画
第

２
節

航
空

災
害

対
策

計
画

第
１

項
空

港
の

所
在

地
・

管
理

者
等

第
１

項
空

港
の

所
在

地
・

管
理

者
等

第
２

項
民

間
航

空
機

災
害

応
急

対
策

活
動

第
２

項
民

間
航

空
機

災
害

応
急

対
策

活
動

【
国
（

大
阪

航
空

局
山

口
宇

部
空

港
出

張
所

、
北

九
州

空
港

事
務

所
、
広

島
空

港
事

務
所

）
、

【
国

（
大

阪
航

空
局

広
島

空
港

事
務

所
、

岩
国

空
港

事
務

所
、

山
口

宇
部

空
港

出
張

所
、

（
略

）
北

九
州

空
港

事
務

所
）
、
（

略
）

１
実

施
機

関
１

実
施

機
関

(
新

設
）

(
2)

国
（

大
阪

航
空

局
岩

国
空

港
事

務
所

）

ア
航

空
機

の
墜

落
炎

上
、

遭
難

等
の

発
生

を
知

っ
た

と
き

、
又

は
発

見
者

か
ら

通
報

を

受
け

た
と

き
は

、
２

に
定

め
る

通
報

連
絡

系
統

に
よ

り
関

係
機

関
に

通
報

す
る

。

イ
空

港
内

及
び

周
辺

地
域

に
お

い
て

航
空

機
事

故
が

発
生

し
た

場
合

に
は

、
別

に
定

め

る
「

岩
国

空
港

緊
急

計
画

」
に

基
づ

き
初

期
消

火
、

救
助

活
動

、
空

港
利

用
者

等
の

避

難
誘

導
措

置
等

を
講

じ
る

と
と

も
に

、
地

元
消

防
機

関
、

警
察

の
協

力
を

得
て

消
防

活

動
、

救
助

活
動

等
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

ウ
空

港
内

及
び

周
辺

地
域

で
の

大
規

模
な

航
空

機
事

故
に

よ
り

多
数

の
死

傷
者

が
発

生

し
た

場
合

、
救

護
所

、
負

傷
者

の
収

容
所

及
び

遺
体

の
一

時
収

容
所

等
を

確
保

す
る

。

エ
岩

国
空

港
事

務
所

長
は

、
災

害
の

状
況

に
応

じ
て

自
衛

隊
の

災
害

派
遣

に
係

る
要

請

を
行

う
。

（
こ

の
場

合
の

要
請

手
続

き
等

に
つ

い
て

は
、

第
７

章
第

２
節

自
衛

隊
災

害
派

遣
要

請
計

画
参

照
）

オ
応

急
対

策
に

必
要

な
臨

時
電

話
、

電
源

そ
の

他
の

資
機

材
の

確
保

を
関

係
機

関
に

要

請
す

る
。

(
2)

県
(

3)
県

(
3)

市
町

（
消

防
機

関
）

(
4)

市
町

（
消

防
機

関
）

エ
（

略
）

エ
（

略
）

山
口

宇
部

空
港

内
で

の
災

害
に

あ
っ

て
は

、
山

口
宇

部
空

港
事

務
所

と
協

力
し

て
救

岩
国

飛
行

場
内

の
災

害
に

あ
た

っ
て

は
、

大
阪

航
空

局
岩

国
空

港
事

務
所

と
、

山
口

護
所

、
収

容
所

の
設

置
を

行
う

。
宇

部
空

港
内

で
の

災
害

に
あ

っ
て

は
、

山
口

宇
部

空
港

事
務

所
と

協
力

し
て

救
護

所
、

収
容

所
の

設
置

を
行

う
。

(
4)

(
5)

海
上

自
衛

隊
岩

国
航

空
基

地
海

上
自

衛
隊

第
３

１
航

空
群

司
令

岩
国

市

米
国

海
兵

隊
岩

国
航

空
基

地
米

国
海

兵
隊

岩
国

航
空

基
地

司
令

岩
国

飛
行

場
（

民
航

地
区

）
国

土
交

通
大

臣
国

管
理

空
港

岩
国

市
海

上
自

衛
隊

岩
国

航
空

基
地

海
上

自
衛

隊
第

３
１

航
空

群
司

令

米
国

海
兵

隊
岩

国
航

空
基

地
米

国
海

兵
隊

岩
国

航
空

基
地

司
令

3



(
5)

(
6)

(
6)

(
7)

(
7)

(
8)

２
関

係
機

関
に

対
す

る
通

報
経

路
２

関
係

機
関

に
対

す
る

通
報

経
路

（
新

設
）

(
1)

岩
国

飛
行

場
地

内
及

び
周

辺
地

域
で

発
生

し
た

場
合

(
1)

山
口

宇
部

空
港

地
内

及
び

周
辺

地
域

で
発

生
し

た
場

合
(

2)
山

口
宇

部
空

港
地

内
及

び
周

辺
地

域
で

発
生

し
た

場
合

(
2)

そ
の

他
県

内
地

域
で

発
生

し
た

場
合

(
3)

そ
の

他
県

内
地

域
で

発
生

し
た

場
合

ア
発

生
地

点
が

明
確

な
場

合
ア

発
生

地
点

が
明

確
な

場
合

イ
発

生
地

点
が

不
明

確
な

場
合

（
遭

難
機

の
捜

索
）

イ
発

生
地

点
が

不
明

確
な

場
合

（
遭

難
機

の
捜

索
）

大
阪

航
空

局
国

土
交

通
省

空
港

消
防

救
難

隊
構

成
機

関
関

係
団

体
等

＜
県

庁
内

関
係

課
＞

医
務

保
険

課
・

厚
政

課
・

広
報

広
聴

課
・

交
通

政
策

課
防

災
危

機
管

理
課

・
岩

国
基

地
対

策
室

等

岩
国

消
防

庁

空
港

事
務

所

岩
国

市
近

隣
消

防
本

部

消
防

本
部

岩
国

市
近

隣
市

町
・

地
元

医
療

機
関

当
該

空
港

派
出

所
岩

国
警

察
署

警
察

本
部

航
空

会
社

岩
国

海
上

保
安

署
広

島
海

上
保

安
部

第
六

管
区

海
上

保
安

本
部

岩
国

防
衛

事
務

所
中

国
四

国
防

衛
局

1
1
0

広
島

空
港

事
務

所
番

通
報

警
察

本
部

警
察

署

岩
国

空
港

事
務

所

北
九

州
空

港
事

務
所

近
隣

消
防

機
関

山
口

県

(
)

消
防

庁
防

災
危

機
管

理
課

発
見

者
災

害
発

生
地

消
防

機
関

自
衛

隊

庁
内

関
係

課

災
害

発
生

地
市

町

近
隣

市
町

地
元

医
療

機
関

・
防

災
関

係
機

関
等

海
上

保
安

本
部

海
上

保
安

部
・

署

番
通

報
1
1
8

1
1
0

広
島

空
港

事
務

所
番

通
報

警
察

本
部

警
察

署

北
九

州
空

港
事

務
所

近
隣

消
防

機
関

山
口

県

(
)

消
防

庁
防

災
危

機
管

理
課

発
見

者
災

害
発

生
地

消
防

機
関

自
衛

隊

庁
内

関
係

課

災
害

発
生

地
市

町

近
隣

市
町

地
元

医
療

機
関

・
防

災
関

係
機

関
等

海
上

保
安

本
部

海
上

保
安

部
・

署

番
通

報
1
1
8

4



(
3)

情
報

の
伝

達
は

、
（

略
）

(
4)

情
報

の
伝

達
は

、
（

略
）

（
新

設
）

(
5)

岩
国

飛
行

場
消

防
救

難
隊

組
織

図

(
4)

山
口

宇
部

空
港

消
防

救
難

隊
組

織
図

(
5)

山
口

宇
部

空
港

消
防

救
難

隊
組

織
図

３
航

空
機

事
故

等
発

生
時

の
応

急
活

動
体

制
３

航
空

機
事

故
等

発
生

時
の

応
急

活
動

体
制

（
新

設
）

東
京

航
空

交
通

福
岡

航
空

交
通

管
制

部
管

制
部

現
地

の
警

察
、

消
防

、

海
上

保
安

部
・

署
、

広
島

空
港

事
務

所

国
土

交
通

省
捜

索
救

難
岩

国
空

港
事

務
所

自
衛

隊
､
地

行
連

等
の

調
整

本
部

現
地

救
助

機
関

北
九

州
空

港
事

務
所

大
阪

航
空

局
山

口
宇

部
空

港
出

張
所

航
空

局
(

)
東

京
空

港
事

務
所

内

山
口

宇
部

空
港

事
務

所

山
口

県
港

湾
課

（
防

災
危

機
管

理
課

）

市
町

・
消

防
本

部
関

係
各

課

警
察

庁
中

国
管

区
警

察
局

山
口

県
警

察
署

防
衛

庁
警

察
本

部

海
上

保
安

庁

消
防

庁

駐
留

米
軍

救
難

機
関

参
考

空
港

事
務

所
の

山
口

県
の

管
轄

区
域

(
)

岩
国

空
港

事
務

所
北

九
州

空
港

事
務

所
の

管
轄

区
域

を
除

く
山

口
県

全
域

1
･
･
･
･
･

北
九

州
空

港
事

務
所

下
関

市
宇

部
市

小
野

田
市

美
祢

市
長

門
市

2
･
･
･
･

､
､

､
､

山
口

宇
部

空
港

出
張

所
山

口
宇

部
空

港
及

び
そ

の
周

辺
3

･
･
･

東
京

航
空

交
通

福
岡

航
空

交
通

管
制

部
管

制
部

現
地

の
警

察
、

消
防

、

広
島

空
港

事
務

所
海

上
保

安
部

・
署

、

国
土

交
通

省
捜

索
救

難
自

衛
隊

､
地

行
連

等
の

調
整

本
部

北
九

州
空

港
事

務
所

現
地

救
助

機
関

航
空

局
(

)
東

京
空

港
事

務
所

内

大
阪

航
空

局
山

口
宇

部
空

港
出

張
所

山
口

宇
部

空
港

事
務

所

山
口

県
港

湾
課

（
防

災
危

機
管

理
課

）

市
町

・
消

防
本

部
関

係
各

課

警
察

庁
中

国
管

区
警

察
局

山
口

県
警

察
署

防
衛

庁
警

察
本

部

海
上

保
安

庁

消
防

庁

駐
留

米
軍

救
難

機
関

参
考

空
港

事
務

所
の

山
口

県
の

管
轄

区
域

(
)

広
島

空
港

事
務

所
北

九
州

空
港

事
務

所
の

管
轄

区
域

を
除

く
山

口
県

全
域

1
･
･
･
･
･

北
九

州
空

港
事

務
所

下
関

市
宇

部
市

小
野

田
市

美
祢

市
長

門
市

2
･
･
･
･

､
､

､
､

山
口

宇
部

空
港

出
張

所
山

口
宇

部
空

港
及

び
そ

の
周

辺
3

･
･
･

・
大

阪
航

空
局

岩
国

空
港

事
務

所

・
全

日
本

空
輸

(
株

)
通

報
連

絡
班

・
岩

国
空

港
ビ

ル
(
株

)

・
(

財
)

航
空

保
安

協
会

警
備

・
救

急
車

両

・
(

株
)

全
日

警
誘

導
班

・
サ

ン
デ

ン
交

通
(
株

)

隊
長

副
隊

長

大
阪

航
空

局
岩

国
空

港
事

務
所

長
大

阪
航

空
局

岩
国

空
港

事
務

所
管

理
課

長
・

大
阪

航
空

局
岩

国
空

港
事

務
所

・
(

財
)

航
空

保
安

協
会

・
岩

国
空

港
ビ

ル
(
株

)
救

護
班

・
サ

ン
デ

ン
交

通
(
株

)

・
(

株
)

全
日

警

・
ニ

シ
モ

ト
エ

ネ
ル

ギ
ー

サ
プ

ラ
イ

5



災
害

事
象

県
の

実
施

体
制

実
施

す
る

応
急

対
策

の
概

要
及

び
実

施
機

関
等

１
岩

国
飛

行
場

第
１

非
常

体
制

遭
難

の
事

実
確

認
、

遭
難

場
所

、
乗

客
の

安
否

等
の

情
報

収

就
航

機
が

途
中

で
(
1
)

総
務

部
内

に
次

の
課

で
構

集
活

動
を

主
体

と
す

る
体

制
で

、
関

係
機

関
、

航
空

会
社

、
墜

遭
難

又
は

行
方

不
成

す
る

「
航

空
機

遭
難

救
助

連
落

現
地

等
か

ら
得

た
情

報
を

県
に

連
絡

す
る

と
と

も
に

、
県

民

明
に

な
っ

た
場

合
絡

本
部

」
を

設
置

す
る

。
に

対
し

安
否

情
報

等
の

広
報

を
実

施
す

る
。

（
県

域
外

）
《

応
急

対
策

活
動

の
概

要
等

》

(
2
)

構
成

課
及

び
出

先
機

関
(
1
)

情
報

収
集

活
動

ア
防

災
危

機
管

理
課

ア
捜

索
救

難
調

整
本

部
、

大
阪

航
空

局
（

広
島

・
岩

国
・

イ
交

通
政

策
課

北
九

州
空

港
事

務
所

）
と

の
間

の
連

絡
調

整

ウ
広

報
広

聴
課

イ
消

防
庁

を
通

じ
て

の
情

報
収

集

エ
出

先
機

関
ウ

警
察

庁
を

通
じ

て
の

情
報

収
集

・
岩

国
県

民
局

エ
そ

の
他

自
衛

隊
、

海
上

保
安

部
等

を
通

じ
て

の
情

報
収

集

オ
航

空
会

社
を

通
じ

て
の

情
報

収
集

(
2
)

利
用

客
、

家
族

等
へ

の
広

報
活

動

ア
遭

難
者

数
及

び
住

所
、

氏
名

イ
遭

難
発

生
（

見
込

み
）

場
所

情
報

ウ
航

空
会

社
、

国
、

県
等

の
対

応
状

況

エ
そ

の
他

必
要

事
項

１
山
口
宇
部
空

第
１
非
常
体
制

遭
難
の
事
実
確
認
、
遭
難
場
所
、
乗
客
の
安
否
等
の
情
報
収

港
就
航
機
が
途

(
1
)
土
木
建
築
部
内
に
次
の
課

集
活
動
を
主
体
と
す
る
体
制
で
、
関
係
機
関
、
航
空
会
社

墜
、

中
で
遭
難
又
は

で
構
成
す
る
「
航
空
機
遭
難

落
現
地
等
か
ら
得
た
情
報
を
県
に
連
絡
す
る
と
と
も
に
、
県
民

行
方
不
明
に
な

救
助
連
絡
本
部
」
を
設
置
す

に
対
し
安
否
情
報
等
の
広
報
を
実
施
す
る
。

っ
た
場
合

る
。

《
応
急
対
策
活
動
の
概
要
等
》

（
県
域
外
）

(
2
)
構
成
課
及
び
出
先
機
関

(
1
)
情
報
収
集
活
動

ア
港
湾
課

ア
捜
索
救
難
調
整
本
部
、
大
阪
航
空
局
（
広
島
・
北
九
州

イ
監
理
課

空
港
事
務
所
）
と
の
間
の
連
絡
調
整

ウ
防
災
危
機
管
理
課

イ
消
防
庁
を
通
じ
て
の
情
報
収
集

エ
交
通
政
策
課

ウ
警
察
庁
を
通
じ
て
の
情
報
収
集

オ
広
報
広
聴
課

エ
そ
の
他
自
衛
隊
、
海
上
保
安
部
等
を
通
じ
て
の
情
報
収

カ
出
先
機
関

集

・
山
口
宇
部
空
港
事
務
所

オ
航
空
会
社
を
通
じ
て
の
情
報
収
集

・
宇
部
県
民
局

(
2
)
利
用
客
、
家
族
等
へ
の
広
報
活
動

ア
遭
難
者
数
及
び
住
所
、
氏
名

イ
遭
難
発
生
（
見
込
み
）
場
所
情
報

ウ
航
空
会
社
、
国
、
県
等
の
対
応
状
況

エ
事
故
後
の
運
航
状
況

オ
住
民
等
へ
の
協
力
依
頼

カ
そ
の
他
必
要
事
項

２
山

口
宇

部
空

第
１

非
常

体
制

遭
難
の

事
実

確
認
、

遭
難

場
所

、
乗

客
の

安
否

等
の

情
報
収

港
就

航
機

が
途

(
1
)

土
木

建
築
部

内
に

次
の

課
集
活

動
を

主
体

と
す
る

体
制

で
、

関
係

機
関

、
航

空
会

社
墜

、

中
で

遭
難

又
は

で
構
成

す
る
「

航
空

機
遭

難
落
現

地
等

か
ら

得
た
情

報
を

県
に

連
絡

す
る

と
と

も
に

、
県
民

行
方

不
明

に
な

救
助
連

絡
本
部

」
を

設
置

す
に
対

し
安

否
情

報
等
の

広
報

を
実

施
す

る
。

っ
た

場
合

る
。

《
応

急
対

策
活

動
の
概

要
等

》

（
県

域
外

）
(
2
)

構
成

課
及
び

出
先

機
関

(
1
)

情
報

収
集

活
動

ア
港

湾
課

ア
捜

索
救

難
調
整

本
部

、
大

阪
航

空
局

（
広

島
・

岩
国
・

イ
監

理
課

北
九

州
空

港
事
務

所
）

と
の

間
の

連
絡

調
整

ウ
防

災
危
機

管
理

課
イ

消
防
庁

を
通
じ

て
の

情
報

収
集

エ
交

通
政
策

課
ウ

警
察
庁

を
通
じ

て
の

情
報

収
集

オ
広

報
広
聴

課
エ

そ
の
他

自
衛
隊

、
海

上
保

安
部

等
を

通
じ

て
の

情
報
収

カ
出

先
機
関

集

・
山

口
宇
部

空
港

事
務

所
オ

航
空
会

社
を
通

じ
て

の
情

報
収

集

・
宇

部
県
民

局
(
2
)

利
用

客
、

家
族
等

へ
の

広
報

活
動

ア
遭

難
者

数
及
び

住
所

、
氏

名

イ
遭

難
発

生
（
見

込
み

）
場

所
情

報

ウ
航

空
会

社
、
国

、
県

等
の

対
応

状
況

エ
事

故
後

の
運
航

状
況

オ
住

民
等

へ
の
協

力
依

頼

カ
そ

の
他

必
要
事

項
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（
新

設
）

３
岩
国

飛
行

場
第
２

非
常

体
制

航
空

機
の

ト
ラ

ブ
ル

、
ア

ク
シ

デ
ン

ト
等

に
よ
る

岩
国

飛
行

内
又

は
周

辺
地

域
(
1
)

総
務

部
内

に
次

の
課

で
構

場
へ

の
緊
急

着
陸

等
の

情
報

が
入

っ
た

場
合

で
、
空

港
内

又
は

に
お

い
て

航
空

機
成
す

る
「

航
空

機
事

故
連

絡
本

そ
の

周
辺
地

域
に

お
け

る
墜

落
炎

上
等

緊
急

事
態
に

備
え

る
体

事
故

が
発

生
し

た
部
」

を
設

置
す

る
。

制
で

、
情
報

の
収

集
、

人
命

の
確

保
、

被
害

の
軽
減

に
必

要
な

場
合

(
2
)

構
成

課
及

び
出

先
機

関
体

制
の

確
立

及
び

事
前

の
応

急
対

策
を

実
施

す
る
。

ア
防

災
危

機
管

理
課

《
応

急
対
策

活
動

の
概

要
等

》

イ
岩

国
基

地
対

策
室

(
1
)

情
報
収

集
活

動

ウ
医

務
保

険
課

ア
ト
ラ

ブ
ル

、
ア

ク
シ

デ
ン

ト
の

状
況

エ
厚

政
課

イ
旅
客

・
乗

務
員

数
及

び
住

所
・

氏
名

オ
交

通
政

策
課

ウ
そ
の

他
必

要
事

項

カ
広

報
広

聴
課

(
2
)

防
災
関

係
機

関
へ

の
通

報
連

絡

キ
出

先
機

関
本

節
第

２
項

２
(
1
)
に

よ
り

通
報

連
絡

を
行

う
。

・
岩

国
地

域
行

政
連

絡
協

(
3
)

初
期
対

応
事

項

議
会

ア
空
港

周
辺

道
路

の
交

通
規

制
措

置

(
3
)

な
お

、
災

害
の

状
況

に
よ

イ
空
港

周
辺

海
域

航
行

船
舶

へ
の

注
意

の
呼
び

掛
け

等

っ
て
は

「
災

害
対

策
本

部
」

ウ
必
要

に
応

じ
て

周
辺

地
域

、
利

用
者

へ
の
広

報

を
設
置

す
る

。
広

報
事

項
と

し
て

考
え

ら
れ

る
事

・
ト
ラ

ブ
ル

、
ア

ク
シ

デ
ン

ト
の

状
況

・
緊
急

着
陸

予
定

時
刻

・
乗
客

・
乗

務
員

数
及

び
住

所
、

氏
名

・
航
空

会
社

、
国

、
県

、
市

町
等

の
対

応
状
況

の

概
要

・
今
後

の
空

港
の

利
用

、
航

空
機

の
運

航
予
定

状
況

・
住
民

等
へ

の
協

力
依

頼
(
避

難
、
救

助
活

動
等

)

・
そ
の

他
必

要
事

項

(
4
)

防
災
関

係
機

関
へ

の
要

員
、

資
機

材
の

派
遣
要

請
等

ア
地
元

医
療

機
関

イ
県
医

師
会

ウ
近
隣

消
防

本
部

エ
自
衛

隊

オ
海
上

保
安

部
・

署

カ
そ
の

他
関

係
防

災
機

関

(
5
)

そ
の
他

必
要

事
項

第
３

非
常

体
制

岩
国
飛

行
場

内
又

は
そ
の

周
辺

で
航

空
機

の
墜

落
炎

上
等
の

(
1
)

知
事

は
直

ち
に

次
の

部
か

災
害

が
発

生
し

た
場

合
で
、

山
口

県
が

防
災

関
係

機
関

と
協
力

ら
な
る

「
災

害
対

策
本

部
」

し
、

全
力

を
上

げ
て

人
命
の

救
助

及
び

消
火

活
動

等
に

取
り
組

を
設
置

す
る

と
と

も
に

現
地

む
体

制
。

に
「
現

地
災

害
対

策
本

部
」

な
お
、

関
係

機
関

が
到
着

す
る

ま
で

の
応

急
対

策
は

、
現
地

を
設
置

す
る

。
関

係
機
関

が
実

施
す

る
こ
と

に
な

る
。

7



(
2
)

構
成

対
策

部
《

応
急

対
策

活
動

の
概

要
等

》

ア
総

務
部

(
1
)

発
災

初
期

の
救

助
消

火
活

動

イ
総

合
政

策
部

ア
岩

国
空

港
事

務
所

長
が

指
揮

を
執

り
、

岩
国

飛
行

場
消

ウ
東

京
連

絡
部

防
火

救
難

隊
を

も
っ

て
、

初
期

消
火

、
救

助
活

動
及

び
利

エ
地

域
振

興
対

策
部

用
客

等
の

避
難

誘
導

活
動

等
を

実
施

す
る

。

オ
災

害
救

助
部

イ
ま

た
関

係
機

関
へ

の
通

報
連

絡
を

行
い

、
早

期
に

消

カ
商

工
労

働
対

策
部

火
、

救
助

体
制

を
確

立
す

る
。

キ
土

木
建

築
対

策
部

(
2
)

応
急

対
策

活
動

ク
公

安
部

ア
消

火
活

動

ケ
災

害
の

規
模

に
よ

っ
て

(
ｱ
)

実
施

本
部

岩
国

地
区

消
防

本
部

は
そ

の
他

の
部

の
設

置
も

(
ｲ
)

実
施

事
項

あ
る

。
ａ

化
学

消
防

車
、

化
学

消
火

剤
等

に
よ

る
消

火
支

援

(
3
)

災
害

応
急

活
動

を
円

滑
に

活
動

を
重

点
的

に
実

施
す

る
。

実
施

す
る

上
で

関
係

機
関

の
ｂ

消
防

長
又

は
消

防
署

長
は

、
必

要
に

応
じ

て
空

港

調
整

が
必

要
に

な
っ

た
と

き
利

用
者

及
び

付
近

住
民

の
安

全
確

保
を

図
る

た
め

警

は
、

現
地

災
害

対
策

本
部

内
戒

区
域

を
設

定
す

る
。

に
応

急
対

策
機

関
の

長
を

構
ｃ

災
害

の
規

模
が

大
き

く
、

宇
部

岩
国

地
区

消
防

本

成
員

と
す

る
「

災
害

対
策

総
部

の
消

防
力

で
は

対
処

で
き

な
い

と
判

断
さ

れ
る

場

合
連

絡
本

部
」

設
置

す
る

。
合

は
、

相
互

応
援

協
定

に
基

づ
き

空
港

周
辺

市
町

、

（
災

害
対

策
本

部
、

現
地

災
害

消
防

援
助

隊
及

び
他

県
の

消
防

機
関

に
応

援
を

求
め

対
策

本
部

及
び

災
害

対
策

総
合

る
。

連
絡

本
部

の
設

置
及

び
運

営
等

イ
救

助
救

出
及

び
遺

体
の

捜
索

に
つ

い
て

は
第

１
章

に
定

め
る

(
ｱ
)

実
施

機
関

と
こ

ろ
に

よ
る

。
）

ａ
航

空
会

社

ｂ
国

（
岩

国
空

港
事

務
所

）

ｃ
県

（
本

庁
関

係
課

及
び

関
係

出
先

機
関

）

ｄ
岩

国
市

、
岩

国
地

区
消

防
本

部

ｅ
地

元
医

療
機

関
、

山
口

大
学

医
学

部
附

属
病

院

ｆ
県

警
察

本
部

(
岩

国
警

察
署

、
近

隣
警

察
署

)

ｇ
県

医
師

会
、

県
歯

科
医

師
会

、
県

薬
剤

師
会

ｈ
日

本
赤

十
字

社
山

口
県

支
部

ｉ
岩

国
海

上
保

安
署

、
広

島
海

上
保

安
部

ｊ
周

辺
市

町
消

防
機

関

ｋ
自

衛
隊

（
海

上
自

衛
隊

第
３

１
航

空
群

、
第

１
７

普
通

科
連

隊
）

ｌ
地

元
漁

協
等

そ
の

他
の

機
関

(
ｲ
)

実
施

事
項

航
空

機
の

乗
客

、
被

災
住

民
の

救
出

、
救

護
、

収

容
等

に
つ

い
て

以
下

の
対

策
を

主
体

に
実

施
す

る
こ

と
に

な
る

。

ａ
救

出
班

の
派

遣

救
助

実
施

機
関

は
救

出
班

を
編

成
し

、
担

架
等

救

助
工

作
資

機
材

を
投

入
し

、
迅

速
に

救
助

活
動

を
実

施
す

る
。

ｂ
救

護
班

の
派

遣

負
傷

者
の

医
療

救
護

は
、

地
元

医
師

会
、

県
医

師

会
、

県
歯

科
医

師
会

、
日

赤
山

口
県

支
部

及
び

地
方

独
立

行
政

法
人

山
口

県
立

病
院

機
構

が
編

成
す

る
救

護
班

の
派

遣
を

受
け

、
応

急
措

置
を

施
し

た
後

、
あ

ら
か

じ
め

指
定

さ
れ

た
市

内
、

近
郊

の
医

療
機

関
に

搬
送

す
る

。

（
協

力
機

関
及

び
県

立
総

合
医

療
セ

ン
タ

ー
が

編
成

す
る

医
療

救
護

班
は

、
第

４
章

第
３

節
「

集
団

発
生

傷
病

者
救

急
医

療
計

画
」

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ

る
）
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４
災

害
情

報
の

収
集

伝
達

４
災

害
情

報
の

収
集

伝
達

(
1)

山
口

宇
部

空
港

事
務

所
長

(
1)

大
阪

航
空

局
岩

国
空

港
事

務
所

長
・

山
口

宇
部

空
港

事
務

所
長

ア
発

見
者

、
航

空
会

社
、

大
阪

航
空

局
山

口
宇

部
出

張
所

等
か

ら
事

故
等

の
通

報
を

受
ア

発
見

者
、

航
空

会
社

、
関

係
機

関
等

か
ら

事
故

等
の

通
報

を
受

け
た

場
合

は
、

直
ち

け
た

場
合

は
、

直
ち

に
第

２
項

２
に

定
め

る
通

報
連

絡
系

統
に

よ
り

港
湾

課
及

び
関

係
に

第
２

項
２

に
定

め
る

通
報

連
絡

系
統

に
よ

り
関

係
機

関
に

通
報

す
る

。

機
関

に
通

報
す

る
。

イ
発

災
初

期
の

情
報

収
集

伝
達

に
あ

た
っ

て
は

、
災

害
の

規
模

に
よ

り
必

要
に

応
じ

て
、

イ
山

口
宇

部
空

港
事

務
所

長
は

、
発

災
初

期
の

情
報

収
集

伝
達

に
あ

た
っ

て
は

、
災

害

宇
部

地
域

行
政

連
絡

協
議

会
（

宇
部

県
民

局
）

に
職

員
の

応
援

を
要

請
し

、
必

要
な

体
の

規
模

に
よ

り
必

要
に

応
じ

て
、

宇
部

地
域

行
政

連
絡

協
議

会
（

宇
部

県
民

局
）

に
職

制
を

確
立

す
る

も
の

と
す

る
。

員
の

応
援

を
要

請
し

、
必

要
な

体
制

を
確

立
す

る
も

の
と

す
る

。

ウ
交

通
規
制

(
ｱ
)

実
施
機

関

県
警

察
（
岩

国
警

察
署
）

、
岩
国

海
上

保
安
署

(
ｲ
)

実
施
事

項

ａ
災
害

が
発
生

し
た

場
合
、

県
警
察

は
空

港
に
通

じ

る
道
路

、
空
港

周
辺

道
路
等

に
つ
い

て
必

要
な
交

通

規
制
を

行
う
。

ｂ
海
上

保
安
部

・
署

は
空
港

周
辺
海

域
へ

の
船
舶

の

航
行
規

制
等
必

要
な

規
制
を

行
う
。

ｃ
前
記

の
交
通

規
制

を
実
施

し
た
と

き
は

、
そ
の

旨

を
地
域

住
民
、

交
通

関
係
者

、
一
般

利
用

者
等
に

広

報
し
協

力
を
求

め
る

。

２
山

口
宇

部
空

第
２
非

常
体

制
航
空

機
の

ト
ラ

ブ
ル

、
ア

ク
シ

デ
ン
ト

等
に

よ
る

山
口

宇
部

港
内
又

は
周

辺
地

(
1
)
土

木
建

築
部

内
に
次

の
課

空
港
へ

の
緊

急
着

陸
等

の
情

報
が

入
っ
た

場
合

で
、

空
港

内
又

域
に
お

い
て

航
空

で
構

成
す

る
「

航
空
機

事
故

は
そ
の

周
辺

地
域

に
お

け
る

墜
落

炎
上
等

緊
急

事
態

に
備

え
る

機
事
故

が
発

生
し

連
絡

本
部

」
を

設
置
す

る
。

体
制
で

、
情

報
の

収
集

、
人

命
の

確
保
、

被
害

の
軽

減
に

必
要

た
場
合

(
2
)
構

成
課

及
び

出
先
機

関
な

体
制

の
確

立
及

び
事

前
の

応
急

対
策
を

実
施

す
る

。

ア
港
湾

課
《

応
急

対
策

活
動

の
概

要
等

》

イ
監
理

課
(
1
)
情

報
収

集
活

動

ウ
防
災

危
機

管
理
課

ア
ト
ラ

ブ
ル

、
ア

ク
シ

デ
ン

ト
の
状

況

エ
医
務

保
険

課
イ

旅
客

・
乗

務
員

数
及

び
住

所
・
氏

名

オ
厚
政

課
ウ

そ
の

他
必

要
事

項

カ
交
通

政
策

課
(
2
)
防

災
関

係
機

関
へ

の
通

報
連

絡

キ
広
報

広
聴

課
本

節
第

２
項

２
(
1
)
に
よ

り
通

報
連

絡
を

行
う

。

４
山

口
宇

部
空

第
２
非

常
体

制
航

空
機

の
ト

ラ
ブ

ル
、

ア
ク

シ
デ

ン
ト

等
に

よ
る

山
口

宇
部

港
内
又

は
周

辺
地

(
1
)
土

木
建

築
部

内
に

次
の

課
空
港

へ
の

緊
急

着
陸

等
の

情
報

が
入

っ
た

場
合

で
、

空
港

内
又

域
に
お

い
て

航
空

で
構

成
す

る
「

航
空

機
事

故
は
そ

の
周

辺
地

域
に

お
け

る
墜

落
炎

上
等

緊
急

事
態

に
備

え
る

機
事
故

が
発

生
し

連
絡

本
部

」
を

設
置

す
る

。
体
制

で
、

情
報

の
収

集
、

人
命

の
確

保
、

被
害

の
軽

減
に

必
要

た
場
合

(
2
)
構

成
課

及
び

出
先

機
関

な
体

制
の

確
立

及
び

事
前

の
応

急
対

策
を

実
施

す
る

。

ア
港
湾

課
《
応

急
対

策
活

動
の

概
要

等
》

イ
監
理

課
(
1
)

情
報

収
集

活
動

ウ
防
災

危
機

管
理

課
ア

ト
ラ
ブ

ル
、

ア
ク

シ
デ

ン
ト

の
状

況

エ
医
務

保
険

課
イ

旅
客
・

乗
務

員
数

及
び

住
所

・
氏

名

オ
厚
政

課
ウ

そ
の
他

必
要

事
項

カ
交
通

政
策

課
(
2
)

防
災

関
係

機
関

へ
の

通
報

連
絡

キ
広
報

広
聴

課
本
節

第
２

項
２

(
2
)
に

よ
り

通
報

連
絡

を
行

う
。

３
県
域
内
で

旅
第
３
非

常
体
制

県
域
内
で

旅
客
航
空
機

の
遭
難
、
行

方
不
明
又
は

墜
落
等
の

客
航
空
機
の

遭
(
1
)
知

事
は
直
ち
に

次
の
部
か

事
故
が
発
生

し
た
場
合
で

、
県
が
防
災

関
係
機
関
と

協
力
し
、

難
、
行
方
不

明
ら
な

る
「
災
害
対

策
本
部
」

全
力
を
上
げ

て
人
命
の
救

助
及
び
消
火

活
動
等
に
取

り
組
む
体

又
は
墜
落
等

の
を
設

置
す
る
と
と

も
に
現
地

制
。

事
故
が
発
生

し
に
「

現
地
災
害
対

策
本
部
」

な
お
、
関

係
機
関
が
到

着
す
る
ま
で

の
応
急
対
策

は
、
現
地

た
場
合

を
設

置
す
る
。

関
係
機
関
が

実
施
す
る
こ

と
に
な
る
。

５
県

域
内

で
旅

第
３

非
常

体
制

県
域

内
で

旅
客

航
空

機
の

遭
難

、
行
方

不
明

又
は

墜
落
等

の

客
航

空
機

の
遭

(
1
)

知
事

は
直

ち
に

次
の

部
か

事
故
が

発
生

し
た

場
合

で
、

県
が

防
災
関

係
機

関
と

協
力
し

、

難
、

行
方

不
明

ら
な

る
「

災
害

対
策

本
部

」
全

力
を

上
げ

て
人

命
の

救
助

及
び

消
火
活

動
等

に
取

り
組
む

体

又
は

墜
落

等
の

を
設

置
す

る
と

と
も

に
現

地
制

。

事
故

が
発

生
し

に
「

現
地

災
害

対
策

本
部

」
な
お

、
関

係
機

関
が

到
着

す
る

ま
で
の

応
急

対
策

は
、
現

地

た
場

合
を

設
置

す
る

。
関

係
機

関
が

実
施

す
る

こ
と

に
な

る
。
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ウ
事

故
等

発
生

時
の

県
へ

の
報

告
は

、
次

の
事

項
（

山
口

県
山

口
宇

部
空

港
災

害
対

策
ウ

事
故

等
発

生
時

の
県

へ
の

報
告

は
、

次
の

事
項

に
つ

い
て

電
話

、
防

災
無

線
そ

の
他

要
綱

９
(

2)
）

に
つ

い
て

電
話

、
防

災
無

線
そ

の
他

最
も

迅
速

な
手

段
で

行
う

も
の

と
す

最
も

迅
速

な
手

段
で

行
う

も
の

と
す

る
。

る
。

第
３

項
自

衛
隊

基
地

及
び

米
軍

基
地

航
空

災
害

対
策

第
３

項
自

衛
隊

基
地

及
び

米
軍

基
地

航
空

災
害

対
策

第
４

項
消

防
活

動
第

４
項

消
防

活
動

１
消

防
資

機
材

、
化

学
消

火
剤

の
保

有
状

況
１

消
防

資
機

材
、

化
学

消
火

剤
の

保
有

状
況

（
新

設
）

(
1)

大
阪

航
空

局
岩

国
空

港
事

務
所

大
阪

航
空

局
岩

国
空

港
事

務
所

が
保

有
す

る
化

学
消

防
車

、
化

学
消

火
剤

に
つ

い
て

は
資

料
編

参
照

(
1)

山
口

空
港

事
務

所
(

2)
山

口
空

港
事

務
所

(
2)

地
元

消
防

機
関

(
3)

地
元

消
防

機
関

・
中
国
四

国
防
衛
局
、
岩
国
防

衛
事
務
所

・
海
上
自

衛
隊
第
３
１
航
空
群

海
上
自
衛
隊

・
米
海
兵

隊
岩
国
航
空
基
地

岩
国
航
空
基
地

・
県
、
岩

国
市
、
柳
井
市
、
和

木
町
、
周
防
大
島
町

米
海
兵
隊
岩
国
航
空
基

地
周
辺

・
中
国
管

区
警
察
局
、
県
警
察

本
部
、
岩
国
警
察
署
、

地
域

航
空

事
故

連
絡

協
議

会
柳
井
警

察
署

米
海
兵
隊

・
岩
国
空

港
事
務
所

岩
国
航
空
基
地

・
第
六
管

区
海
上
保
安
本
部
、

広
島
海
上
保
安
部
、
岩

国
海
上

保
安
署
、
柳
井
海
上

保
安
署

・
岩
国
地

区
消
防
組
合
、
柳
井

地
区
広
域
消
防
組
合

(
こ
の
他

広
島
県
、
愛
媛
県
の

関
係
機
関
で
構
成
)

・
中

国
四

国
防

衛
局

、
岩

国
防

衛
事

務
所

・
海

上
自

衛
隊

第
３

１
航

空
群

海
上

自
衛

隊
・

米
海

兵
隊

岩
国
航

空
基

地

岩
国

航
空

基
地

・
県

、
岩

国
市

、
柳

井
市

、
和

木
町

、
周

防
大

島
町

米
海

兵
隊
岩

国
航

空
基

地
周

辺
・

中
国

管
区

警
察
局

、
県

警
察

本
部

、
岩

国
警

察
署

、

地
域

航
空

事
故

連
絡

協
議

会
柳

井
警

察
署

米
海

兵
隊

・
第

六
管

区
海

上
保

安
本

部
、

広
島

海
上

保
安

部
、

岩

岩
国

航
空

基
地

国
海

上
保

安
署
、

柳
井

海
上

保
安

署

・
岩

国
地

区
消

防
組

合
、

柳
井

地
区

広
域

消
防

組
合

(
こ

の
他

広
島

県
、

愛
媛

県
の

関
係

機
関

で
構

成
)
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山
口
県
地
域
防
災
計
画
本
編
修
正
案
（
緊
急
輸
送
道
路
関
係
）
新
旧
対
照
表

現
行

修
正

案

第
２

編
災

害
予

防
計

画
第

２
編

災
害

予
防

計
画

第
１

０
章

緊
急

輸
送

活
動

第
１

０
章

緊
急

輸
送

活
動

第
１

節
緊

急
輸

送
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

整
備

第
１

節
緊

急
輸

送
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

整
備

第
１

項
緊

急
輸

送
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

作
成

第
１

項
緊

急
輸

送
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

作
成

１
輸

送
施

設
等

の
指

定
１

輸
送

施
設

等
の

指
定

(
1)

道
路

(
1)

道
路

ア
緊

急
輸

送
道

路
と

し
て

主
要

と
な

る
幹

線
路

線
の

指
定

ア
緊

急
輸

送
道

路
と

し
て

主
要

と
な

る
幹

線
的

な
道

路
の

指
定

イ
幹

線
路

線
が

被
災

し
、

通
行

不
能

と
な

っ
た

場
合

を
想

定
し

た
代

替
路

線
の

指
定

イ
幹

線
的

な
道

路
が

被
災

し
、

通
行

不
能

と
な

っ
た

場
合

を
想

定
し

た
代

替
路

線
の

指

定

ウ
緊

急
輸

送
道

路
を

補
完

す
る

道
路

の
指

定
（

削
除

）

(
3)

漁
港

(
3)

漁
港

ア
地

域
の

特
性

を
考

慮
し

、
港

湾
に

お
い

て
指

定
し

た
海

上
緊

急
輸

送
基

地
を

保
管

す
ア

海
上

緊
急

輸
送

基
地

と
な

る
主

要
な

漁
港

の
指

定

る
漁

港
の

指
定

（
新

設
）

イ
海

上
緊

急
輸

送
基

地
を

補
完

す
る

漁
港

の
指

定

第
３

節
道

路
啓

開
第

３
節

道
路

啓
開

道
路

管
理

者
は

、
発

災
後

の
道

路
の

障
害

物
の

除
去

、
応

急
復

旧
等

に
必

要
な

人
員

、
道

路
管

理
者

は
、

発
災

後
の

道
路

の
障

害
物

の
除

去
、

応
急

復
旧

等
に

必
要

な
人

員
、

資
機

材
の

確
保

を
図

る
た

め
、

建
設

業
者

、
団

体
と

の
間

で
あ

ら
か

じ
め

協
定

を
締

結
す

資
機

材
の

確
保

を
図

る
た

め
、

建
設

業
協

会
、

高
速

道
路

株
式

会
社

等
と

の
間

で
あ

ら
か

る
な

ど
し

て
体

制
を

整
備

し
て

お
く

。
じ

め
協

定
を

締
結

す
る

な
ど

し
て

体
制

を
整

備
し

て
お

く
。

第
３

編
災

害
応

急
対

策
計

画
第

３
編

災
害

応
急

対
策

計
画

第
８

章
緊

急
輸

送
計

画
第

８
章

緊
急

輸
送

計
画

第
１

節
緊

急
輸

送
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

整
備

第
１

節
緊

急
輸

送
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

整
備

第
１

項
緊

急
輸

送
道

路
等

緊
急

輸
送

施
設

の
指

定
第

１
項

緊
急

輸
送

道
路

等
緊

急
輸

送
施

設
の

指
定

１
緊

急
輸

送
施

設
等

の
指

定
１

緊
急

輸
送

施
設

等
の

指
定

(
1)

道
路

(
1)

道
路

県
は

、
県

庁
、

広
域

輸
送

拠
点

、
市

町
災

害
対

策
本

部
及

び
隣

接
県

並
び

に
拠

点
医

県
は

、
県

庁
、

広
域

輸
送

拠
点

、
市

町
庁

舎
及

び
隣

接
県

並
び

に
災

害
拠

点
病

院
等

療
機

関
と

接
続

し
、
ま

た
、
こ

れ
を

補
完

す
る

道
路

を
緊

急
輸

送
道

路
と

し
て

指
定

す
る

。
と

を
接

続
し

、
ま

た
、

こ
れ

を
補

完
す

る
道

路
を

緊
急

輸
送

道
路

と
し

て
指

定
す

る
。

指
定

基
準

指
定

基
準

ア
高

速
自

動
車

道
及

び
一

般
国

道
と

こ
れ

に
ア

ク
セ

ス
す

る
道

路
ア

高
速

自
動

車
道

及
び

一
般

国
道

と
こ

れ
に

ア
ク

セ
ス

す
る

幹
線

的
な

道
路

イ
県

庁
、

出
先

機
関

及
び

市
役

所
、

町
村

役
場

を
結

ぶ
主

要
幹

線
道

路
イ

県
庁

、
出

先
機

関
及

び
市

役
所

、
町

役
場

を
結

ぶ
幹

線
的

な
道

路

第
２

節
緊

急
道

路
啓

開
第

２
節

緊
急

道
路

啓
開

緊
急

道
路

啓
開

と
は

、
災

害
発

生
直

後
に

お
け

る
道

路
上

の
各

種
障

害
物

の
除

去
及

び
緊

急
道

路
啓

開
と

は
、

災
害

発
生

直
後

に
お

け
る

道
路

上
の

各
種

障
害

物
の

除
去

及
び

道
路

施
設

の
応

急
修

復
を

行
う

こ
と

で
、

県
・

市
町

は
、

各
種

救
援

活
動

を
円

滑
に

実
施

道
路

施
設

の
応

急
修

復
を

行
う

こ
と

で
、

各
道

路
管

理
者

に
お

い
て

、
対

象
道

路
の

障
害

す
る

た
め

、
次

の
基

準
に

よ
り

緊
急

度
の

高
い

順
に

第
１

次
緊

急
啓

開
道

路
、

第
２

次
緊

物
の

除
去

、
道

路
の

損
壊

等
の

応
急

補
修

を
優

先
的

に
行

う
こ

と
と

す
る

。

急
啓

開
道

路
に

区
分

し
、

各
道

路
管

理
者

は
、

こ
の

路
線

に
お

け
る

障
害

物
の

除
去

、
道
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路
の

損
壊

等
の

応
急

補
修

を
優

先
的

に
行

う
こ

と
と

す
る

。

第
１

項
緊

急
啓

開
道

路
の

選
定

基
準

第
１

項
緊

急
啓

開
道

路
の

選
定

基
準

１
第

１
次

緊
急

啓
開

道
路

被
災

状
況

を
確

認
し

て
、

山
口

県
緊

急
輸

送
道

路
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
計

画
の

対
象

路
線

か

(
1)

高
速

自
動

車
道

、
主

要
国

道
及

び
こ

れ
ら

を
連

絡
す

る
イ

ン
タ

ー
ア

ク
セ

ス
道

路
等

ら
選

定
す

る
。

た
だ

し
、

対
象

道
路

の
損

傷
が

大
き

く
応

急
復

旧
が

困
難

で
あ

る
場

合
は

の
幹

線
道

路
代

替
路

線
を

詮
索

す
る

。

(
2)

病
院

、
消

防
署

、
警

察
署

等
の

実
活

動
部

隊
の

拠
点

を
結

ぶ
道

路

(
3)

県
庁

及
び

総
合

庁
舎

等
（

災
害

対
策

地
方

本
部

と
な

る
出

先
機

関
の

庁
舎

）
を

結
ぶ

道
路

２
第

２
次

緊
急

啓
開

道
路

(
1)

第
１

次
緊

急
啓

開
道

路
と

市
町

災
害

対
策

本
部

が
設

置
さ

れ
る

庁
舎

を
結

ぶ
道

路

(
2)

第
１

次
緊

急
啓

開
道

路
と

主
要

公
共

施
設

を
結

ぶ
道

路

(
3)

第
１

次
緊

急
啓

開
道

路
と

救
援

物
資

等
の

備
蓄

倉
庫

を
結

ぶ
道

路

(
4)

他
県

、
市

町
の

第
２

次
緊

急
啓

開
道

路
と

の
接

続
道

路

第
３

節
輸

送
車

両
等

の
確

保
第

３
節

輸
送

車
両

等
の

確
保

第
３

項
緊

急
啓

開
作

業
体

制
第

３
項

緊
急

啓
開

作
業

体
制

２
啓

開
作

業
２

啓
開

作
業

(
4)

道
路

の
確

保
に

当
た

っ
て

は
、

２
車

線
の

確
保

を
原

則
と

す
る

が
、

止
む

を
得

な
い

(
4)

道
路

の
確

保
に

当
た

っ
て

は
、

２
車

線
の

確
保

を
原

則
と

す
る

が
、

止
む

を
得

な
い

場
合

に
は

、
１

車
線

と
し

、
適

当
な

箇
所

に
車

両
の

交
錯

が
で

き
る

待
避

所
を

設
け

る
。

場
合

に
は

、
１

車
線

と
し

、
適

当
な

箇
所

に
車

両
の

離
合

が
で

き
る

待
避

所
を

設
け

る
。

(
6)

道
路

啓
開

に
必

要
な

人
員

及
び

資
機

材
を

確
保

す
る

た
め

、
建

設
業

協
会

等
関

係
団

(
6)

道
路

啓
開

に
必

要
な

人
員

及
び

資
機

材
を

確
保

す
る

た
め

、
建

設
業

協
会

、
高

速
道

体
の

支
援

を
要

請
す

る
。

路
株

式
会

社
等

の
支

援
を

要
請

す
る

。

第
４

項
道

路
啓

開
に

必
要

な
資

器
材

の
確

保
第

４
項

道
路

啓
開

に
必

要
な

資
器

材
の

確
保

【
各

道
路

管
理

者
】

【
各

道
路

管
理

者
】

各
道

路
管

理
者

は
、

平
素

か
ら

道
路

啓
開

に
必

要
な

資
器

材
の

備
蓄

整
備

を
行

う
と

と
各

道
路

管
理

者
は

、
平

素
か

ら
道

路
啓

開
に

必
要

な
資

器
材

の
備

蓄
整

備
を

行
う

と
と

も
に

、
建

設
業

界
等

を
通

じ
て

、
使

用
で

き
る

建
設

機
械

等
必

要
な

資
器

材
確

保
に

努
め

も
に

、
建

設
業

協
会

、
高

速
道

路
株

式
会

社
等

を
通

じ
て

、
使

用
で

き
る

建
設

機
械

等

る
。

必
要

な
資

器
材

確
保

に
努

め
る

。
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山
口
県
地
域
防
災
計
画
震
災
対
策
編
修
正
案
（
緊
急
輸
送
道
路
関
係
）
新
旧
対
照
表

現
行

修
正

案

第
２

編
災

害
予

防
計

画
第

２
編

災
害

予
防

計
画

第
１

３
章

緊
急

輸
送

活
動

第
１

３
章

緊
急

輸
送

活
動

第
１

項
緊

急
輸

送
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

形
成

第
１

項
緊

急
輸

送
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

形
成

１
輸

送
施

設
等

の
指

定
１

輸
送

施
設

等
の

指
定

(
1)

道
路

(
1)

道
路

ア
緊

急
輸

送
道

路
と

し
て

主
要

と
な

る
幹

線
路

線
の

指
定

ア
緊

急
輸

送
道

路
と

し
て

主
要

と
な

る
幹

線
的

な
道

路
の

指
定

イ
幹

線
路

線
が

被
災

し
、

通
行

不
能

と
な

っ
た

場
合

を
想

定
し

た
代

替
路

線
の

指
定

イ
幹

線
的

な
道

路
が

被
災

し
、

通
行

不
能

と
な

っ
た

場
合

を
想

定
し

た
代

替
路

線
の

指

定

ウ
緊

急
輸

送
道

路
を

補
完

す
る

道
路

の
指

定
（

削
除

）

(
3)

漁
港

(
3)

漁
港

ア
地

域
の

特
性

を
考

慮
し

、
港

湾
に

お
い

て
指

定
し

た
海

上
緊

急
輸

送
基

地
を

補
完

す
ア

海
上

緊
急

輸
送

基
地

と
な

る
主

要
な

漁
港

の
指

定

る
漁

港
の

指
定

（
新

設
）

イ
海

上
緊

急
輸

送
基

地
を

補
完

す
る

漁
港

の
指

定

第
３

編
災

害
応

急
対

策
計

画
第

３
編

災
害

応
急

対
策

計
画

第
７

章
緊

急
輸

送
計

画
第

７
章

緊
急

輸
送

計
画

第
１

節
緊

急
輸

送
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

整
備

第
１

節
緊

急
輸

送
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

整
備

第
１

項
緊

急
輸

送
道

路
等

緊
急

輸
送

施
設

の
指

定
第

１
項

緊
急

輸
送

道
路

等
緊

急
輸

送
施

設
の

指
定

１
緊

急
輸

送
施

設
等

の
指

定
１

緊
急

輸
送

施
設

等
の

指
定

(
1)

道
路

(
1)

道
路

県
は

、
県

庁
、

広
域

輸
送

拠
点

、
市

町
災

害
対

策
本

部
及

び
隣

接
県

並
び

に
拠

点
医

県
は

、
県

庁
、

広
域

輸
送

拠
点

、
市

町
庁

舎
及

び
隣

接
県

並
び

に
災

害
拠

点
病

院
等

療
機

関
と

接
続

し
、
ま

た
、
こ

れ
を

補
完

す
る

道
路

を
緊

急
輸

送
道

路
と

し
て

指
定

す
る

。
と

を
接

続
し

、
ま

た
、

こ
れ

を
補

完
す

る
道

路
を

緊
急

輸
送

道
路

と
し

て
指

定
す

る
。

指
定

基
準

指
定

基
準

ア
高

速
自

動
車

道
及

び
一

般
国

道
と

こ
れ

に
ア

ク
セ

ス
す

る
道

路
ア

高
速

自
動

車
道

及
び

一
般

国
道

と
こ

れ
に

ア
ク

セ
ス

す
る

幹
線

的
な

道
路

イ
県

庁
、

出
先

機
関

及
び

市
役

所
、

町
村

役
場

を
結

ぶ
主

要
幹

線
道

路
イ

県
庁

、
出

先
機

関
及

び
市

役
所

、
町

役
場

を
結

ぶ
幹

線
的

な
道

路

第
２

節
緊

急
道

路
啓

開
第

２
節

緊
急

道
路

啓
開

緊
急

道
路

啓
開

と
は

、
災

害
発

生
直

後
に

お
け

る
道

路
上

の
各

種
障

害
物

の
除

去
及

び
緊

急
道

路
啓

開
と

は
、

災
害

発
生

直
後

に
お

け
る

道
路

上
の

各
種

障
害

物
の

除
去

及
び

道
路

施
設

の
応

急
修

復
を

行
う

こ
と

で
、

県
・

市
町

は
、

各
種

救
援

活
動

を
円

滑
に

実
施

道
路

施
設

の
応

急
修

復
を

行
う

こ
と

で
、

各
道

路
管

理
者

に
お

い
て

、
対

象
道

路
の

障
害

す
る

た
め

、
次

の
基

準
に

よ
り

緊
急

度
の

高
い

順
に

第
１

次
緊

急
啓

開
道

路
、

第
２

次
緊

物
の

除
去

、
道

路
の

損
壊

等
の

応
急

補
修

を
優

先
的

に
行

う
こ

と
と

す
る

。

急
啓

開
道

路
に

区
分

し
、

各
道

路
管

理
者

は
、

こ
の

路
線

に
お

け
る

障
害

物
の

除
去

、
道

路
の

損
壊

等
の

応
急

補
修

を
優

先
的

に
行

う
こ

と
と

す
る

。

第
１

項
緊

急
啓

開
道

路
の

選
定

基
準

第
１

項
緊

急
啓

開
道

路
の

選
定

基
準

１
第

１
次

緊
急

啓
開

道
路

被
災

状
況

を
確

認
し

て
、

山
口

県
緊

急
輸

送
道

路
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
計

画
の

対
象

路
線

か

(
1)

高
速

自
動

車
道

、
主

要
国

道
及

び
こ

れ
ら

を
連

絡
す

る
イ

ン
タ

ー
ア

ク
セ

ス
道

路
等

ら
選

定
す

る
。

た
だ

し
、

対
象

道
路

の
損

傷
が

大
き

く
応

急
復

旧
が

困
難

で
あ

る
場

合
は

の
幹

線
道

路
代

替
路

線
を

詮
索

す
る

。
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(
2)

病
院

、
消

防
署

、
警

察
署

等
の

実
活

動
部

隊
の

拠
点

を
結

ぶ
道

路

(
3)

県
庁

及
び

総
合

庁
舎

等
（

災
害

対
策

地
方

本
部

と
な

る
出

先
機

関
の

庁
舎

）
を

結
ぶ

道
路

２
第

２
次

緊
急

啓
開

道
路

(
1)

第
１

次
緊

急
啓

開
道

路
と

市
町

災
害

対
策

本
部

が
設

置
さ

れ
る

庁
舎

を
結

ぶ
道

路

(
2)

第
１

次
緊

急
啓

開
道

路
と

主
要

公
共

施
設

を
結

ぶ
道

路

(
3)

第
１

次
緊

急
啓

開
道

路
と

救
援

物
資

等
の

備
蓄

倉
庫

を
結

ぶ
道

路

(
4)

他
県

、
市

町
の

第
２

次
緊

急
啓

開
道

路
と

の
接

続
道

路

第
３

節
輸

送
車

両
等

の
確

保
第

３
節

輸
送

車
両

等
の

確
保

第
３

項
緊

急
啓

開
作

業
体

制
第

３
項

緊
急

啓
開

作
業

体
制

２
啓

開
作

業
２

啓
開

作
業

(
4)

道
路

の
確

保
に

当
た

っ
て

は
、

２
車

線
の

確
保

を
原

則
と

す
る

が
、

止
む

を
得

な
い

(
4)

道
路

の
確

保
に

当
た

っ
て

は
、

２
車

線
の

確
保

を
原

則
と

す
る

が
、

止
む

を
得

な
い

場
合

に
は

、
１

車
線

と
し

、
適

当
な

箇
所

に
車

両
の

交
錯

が
で

き
る

待
避

所
を

設
け

る
。

場
合

に
は

、
１

車
線

と
し

、
適

当
な

箇
所

に
車

両
の

離
合

が
で

き
る

待
避

所
を

設
け

る
。

(
6)

道
路

啓
開

に
必

要
な

人
員

及
び

資
機

材
を

確
保

す
る

た
め

、
建

設
業

協
会

等
関

係
団

(
6)

道
路

啓
開

に
必

要
な

人
員

及
び

資
機

材
を

確
保

す
る

た
め

、
建

設
業

協
会

、
高

速
道

体
の

支
援

を
要

請
す

る
。

路
株

式
会

社
等

の
支

援
を

要
請

す
る

。

第
４

項
道

路
啓

開
に

必
要

な
資

器
材

の
確

保
第

４
項

道
路

啓
開

に
必

要
な

資
器

材
の

確
保

【
各

道
路

管
理

者
】

【
各

道
路

管
理

者
】

各
道

路
管

理
者

は
、

平
素

か
ら

道
路

啓
開

に
必

要
な

資
器

材
の

備
蓄

整
備

を
行

う
と

と
各

道
路

管
理

者
は

、
平

素
か

ら
道

路
啓

開
に

必
要

な
資

器
材

の
備

蓄
整

備
を

行
う

と
と

も
に

、
建

設
業

界
等

を
通

じ
て

、
使

用
で

き
る

建
設

機
械

等
必

要
な

資
器

材
確

保
に

努
め

も
に

、
建

設
業

協
会

、
高

速
道

路
株

式
会

社
等

を
通

じ
て

、
使

用
で

き
る

建
設

機
械

等
必

る
。

要
な

資
器

材
確

保
に

努
め

る
。
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山
口

県
緊

急
輸
送

道
路
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
山

口
県

緊
急

輸
送

道
路
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
山

口
県

緊
急

輸
送

道
路
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
山

口
県

緊
急

輸
送

道
路
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
計

画
計

画
計

画
計

画
図 図図図
    

第
１

次
緊

急
輸

送
道

路

第
２

次
緊

急
輸

送
道

路

★ ★★★
第

１
次

緊
急

輸
送

道
路

に
接

続
す

る
防

災
拠

点

★ ★★★
第

２
次

緊
急

輸
送

道
路

に
接

続
す

る
防

災
拠

点

＜
 
凡

 
例

 
＞

＜
 
凡

 
例

 
＞

管
　

理
　

者
延

　
長

西
日

本
高

速
道

路
(
株

)
［
高

速
道

路
］

2
5
7
.
1
k
m

国
土

交
通

省
［
直

轄
国

道
］

4
5
2
.
6
k
m

山
口

県
［
補

助
国

道
、

県
道

］
1
,
3
1
9
.
6
k
m

市
町

道
等

4
4
.
7
k
m

合
計

2
,
0
7
4
.
0
k
m
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山
口
県
地
域
防
災
計
画
本
編
修
正
案
（
支
援
物
資
物
流
シ
ス
テ
ム
関
係
）
新
旧
対
照
表

現
行

修
正

案

第
３

編
災

害
応

急
対

策
計

画
第

３
編

災
害

応
急

対
策

計
画

第
８

章
緊

急
輸

送
計

画
第

８
章

緊
急

輸
送

計
画

第
１

節
緊

急
輸

送
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

整
備

第
１

節
緊

急
輸

送
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

整
備

第
４

項
発

災
時

に
お

け
る

緊
急

輸
送

施
設

の
確

保
第

４
項

発
災

時
に

お
け

る
緊

急
輸

送
施

設
の

確
保

大
規

模
災

害
時

に
は

、
緊

急
輸

送
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

中
か

ら
必

要
な

広
域

輸
送

拠
点

を
１

大
規

模
災

害
時

に
は

、
緊

急
輸

送
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

中
か

ら
必

要
な

広
域

輸
送

拠
点

開
設

す
る

と
と

も
に

、
緊

急
輸

送
施

設
の

確
保

を
図

る
。

を
開

設
す

る
と

と
も

に
、

緊
急

輸
送

施
設

の
確

保
を

図
る

。

２
県

災
害

対
策

本
部

内
に

、
災

害
救

助
部

を
中

心
と

し
た

「
緊

急
支

援
物

資
対

策
チ

ー

ム
を

設
置

し
、

支
援

物
資

に
係

る
対

応
を

一
元

的
に

処
理

す
る

。

３
支

援
物

資
等

の
円

滑
な

調
達

・
供

給
を

図
る

た
め

、
同

チ
ー

ム
及

び
広

域
輸

送
拠

点

に
民

間
物

流
専

門
家

等
の

派
遣

を
要

請
す

る
と

と
も

に
、

広
域

輸
送

拠
点

施
設

の
運

営

に
必

要
な

人
員

を
配

置
す

る
た

め
の

職
員

等
を

確
保

す
る

。

４
広

域
輸

送
拠

点
施

設
の

運
営

等
に

つ
い

て
は

、
別

に
定

め
る

支
援

物
資

物
流

マ
ニ

ュ

ア
ル

に
よ

る
も

の
と

す
る

。

第
１

０
章

食
料

・
飲

料
水

及
び

生
活

必
需

品
等

の
供

給
計

画
第

１
０

章
食

料
・

飲
料

水
及

び
生

活
必

需
品

等
の

供
給

計
画

第
３

節
生

活
必

需
品

等
の

供
給

計
画

第
３

節
生

活
必

需
品

等
の

供
給

計
画

第
１

項
生

活
必

需
品

等
の

供
給

体
制

第
１

項
生

活
必

需
品

等
の

供
給

体
制

４
生

活
必

需
品

等
の

集
積

地
及

び
輸

送
拠

点
４

生
活

必
需

品
等

の
集

積
地

及
び

輸
送

拠
点

(
2)

県
(

2)
県

ウ
県

は
被

害
想

定
に

応
じ

活
用

す
る

広
域

輸
送

拠
点

を
あ

ら
か

じ
め

選
定

し
て

お
く

と
ウ

県
は

被
害

想
定

に
応

じ
活

用
す

る
広

域
輸

送
拠

点
を

あ
ら

か
じ

め
選

定
し

て
お

く
と

と
も

に
、

各
基

地
に

お
け

る
搬

入
・

搬
出

手
順

等
を

定
め

て
お

く
。

と
も

に
、

各
基

地
に

お
け

る
搬

入
・

搬
出

手
順

等
を

定
め

て
お

く
。

各
基

地
に

お
け

る
搬

入
・

搬
出

手
続

等
に

つ
い

て
は

、
別

に
定

め
る

支
援

物
資

物
流

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

よ
る

も
の

と
す

る
。
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山
口
県
地
域
防
災
計
画
震
災
対
策
編
修
正
案
（
支
援
物
資
物
流
シ
ス
テ
ム
関
係
）
新
旧
対
照
表

現
行

修
正

案

第
３

編
災

害
応

急
対

策
計

画
第

３
編

災
害

応
急

対
策

計
画

第
７

章
緊

急
輸

送
計

画
第

７
章

緊
急

輸
送

計
画

第
１

節
緊

急
輸

送
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

整
備

第
１

節
緊

急
輸

送
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

整
備

第
４

項
発

災
時

に
お

け
る

緊
急

輸
送

施
設

の
確

保
第

４
項

発
災

時
に

お
け

る
緊

急
輸

送
施

設
の

確
保

大
規

模
地

震
時

に
は

、
緊

急
輸

送
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

中
か

ら
必

要
な

広
域

輸
送

拠
点

を
１

大
規

模
地

震
時

に
は

、
緊

急
輸

送
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

中
か

ら
必

要
な

広
域

輸
送

拠
点

開
設

す
る

と
と

も
に

、
緊

急
輸

送
施

設
の

確
保

を
図

る
。

を
開

設
す

る
と

と
も

に
、

緊
急

輸
送

施
設

の
確

保
を

図
る

。

２
県

災
害

対
策

本
部

内
に

、
災

害
救

助
部

を
中

心
と

し
た

「
緊

急
支

援
物

資
対

策
チ

ー

ム
を

設
置

し
、

支
援

物
資

に
係

る
対

応
を

一
元

的
に

処
理

す
る

。

３
支

援
物

資
等

の
円

滑
な

調
達

・
供

給
を

図
る

た
め

、
同

チ
ー

ム
及

び
広

域
輸

送
拠

点

に
民

間
物

流
専

門
家

等
の

派
遣

を
要

請
す

る
と

と
も

に
、

広
域

輸
送

拠
点

施
設

の
運

営

に
必

要
な

人
員

を
配

置
す

る
た

め
の

職
員

等
を

確
保

す
る

。

４
広

域
輸

送
拠

点
施

設
の

運
営

等
に

つ
い

て
は

、
別

に
定

め
る

支
援

物
資

物
流

マ
ニ

ュ

ア
ル

に
よ

る
も

の
と

す
る

。

第
９

章
食

料
・

飲
料

水
及

び
生

活
必

需
品

等
の

供
給

計
画

第
９

章
食

料
・

飲
料

水
及

び
生

活
必

需
品

等
の

供
給

計
画

第
３

節
生

活
必

需
品

等
の

供
給

計
画

第
３

節
生

活
必

需
品

等
の

供
給

計
画

第
１

項
生

活
必

需
品

等
の

供
給

体
制

第
１

項
生

活
必

需
品

等
の

供
給

体
制

４
生

活
必

需
品

等
の

集
積

地
及

び
輸

送
拠

点
４

生
活

必
需

品
等

の
集

積
地

及
び

輸
送

拠
点

(
2)

県
(

2)
県

ウ
県

は
被

害
想

定
に

応
じ

活
用

す
る

広
域

輸
送

拠
点

を
あ

ら
か

じ
め

選
定

し
て

お
く

と
ウ

県
は

被
害

想
定

に
応

じ
活

用
す

る
広

域
輸

送
拠

点
を

あ
ら

か
じ

め
選

定
し

て
お

く
と

と
も

に
、

各
基

地
に

お
け

る
搬

入
・

搬
出

手
順

等
を

定
め

て
お

く
。

と
も

に
、

各
基

地
に

お
け

る
搬

入
・

搬
出

手
順

等
を

定
め

て
お

く
。

各
基

地
に

お
け

る
搬

入
・

搬
出

手
続

等
に

つ
い

て
は

、
別

に
定

め
る

支
援

物
資

物
流

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

よ
る

も
の

と
す

る
。
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山
口
県
地
域
防
災
計
画
本
編
修
正
案
（
放
射
性
物
質
関
係
）
新
旧
対
照
表

現
行

修
正

案

第
２

編
災

害
予

防
計

画
第

２
編

災
害

予
防

計
画

第
１

７
章

産
業

災
害

予
防

計
画

第
１

７
章

産
業

災
害

予
防

計
画

第
２

節
危

険
物

等
災

害
予

防
計

画
第

２
節

危
険

物
等

災
害

予
防

計
画

第
７

項
放

射
性

物
質

の
災

害
予

防
対

策
第

７
項

放
射

性
物

質
の

災
害

予
防

対
策

（
放

射
性

同
位

元
素

等
に

よ
る

放
射

性
障

害
の

防
止

に
関

す
る

法
律

、
電

離
放

射
線

障
害

（
削

除
）

防
止

規
則

）

【
県

（
防

災
危

機
管

理
課

、
医

務
保

険
課

及
び

関
係

課
）
・

国
（

山
口

労
働

局
）
】

【
県

（
防

災
危

機
管

理
課

、
医

務
保

険
課

及
び

関
係

課
）
・

国
（

山
口

労
働

局
）
】

（
新

設
）

１
放

射
性

同
位

元
素

（
放

射
性

同
位

元
素

等
に

よ
る

放
射

性
障

害
の

防
止

に
関

す
る

法

律
、

電
離

放
射

線
障

害
防

止
規

則
）

１
放

射
線

障
害

予
防

規
程

の
設

定
（

法
第

３
１

条
、

同
法

施
行

規
則

第
２

１
条

）
(

1)
放

射
線

障
害

予
防

規
程

の
設

定
（

同
法

第
２

１
条

）

(
1)

（
略

）
ア

（
略

）

(
2)

（
略

）
イ

（
略

）

ア
（

略
）

(
ｱ
)

（
略

）

イ
（

略
）

(
ｲ
)

（
略

）

ウ
（

略
）

(
ｳ
)

（
略

）

エ
（

略
）

(
ｴ
)

（
略

）

オ
（

略
）

(
ｵ
)

（
略

）

カ
（

略
）

(
ｶ
)

（
略

）

キ
（

略
）

(
ｷ
)

（
略

）

ク
（

略
）

(
ｸ
)

（
略

）

ケ
（

略
）

(
ｹ
)

（
略

）

コ
（

略
）

(
ｺ
)

（
略

）

(
3)

（
略

）
ウ

（
略

）

２
取

扱
い

の
制

限
（

法
第

３
１

条
）

(
2)

取
扱

い
の

制
限

（
同

法
第

３
１

条
）

（
略

）
（

略
）

３
危

険
時

の
措

置
(
法

第
３

３
条

､
同

法
施

行
規

則
第

２
９

条
､
消

防
法

第
２

４
条

､
電

離
(

3)
危

険
時

の
措

置
(
同

法
第

３
３

条
、

消
防

法
第

２
４

条
、

同
規

則
第

５
条

)

放
射

線
障

害
防

止
規

則
第

５
条

)

(
1)

（
略

）
ア

（
略

）

(
2)

（
略

）
イ

（
略

）

ア
（

略
）

(
ｱ
)

（
略

）

イ
（

略
）

(
ｲ
)

（
略

）

ウ
（

略
）

(
ｳ
)

（
略

）

エ
（

略
）

(
ｴ
)

（
略

）

オ
（

略
）

(
ｵ
)

（
略

）

カ
（

略
）

(
ｶ
)

（
略

）
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キ
（

略
）

(
ｷ
)

（
略

）

４
健

康
診

断
（

電
離

放
射

線
障

害
防

止
規

則
第

８
章

）
(

4)
健

康
診

断
（

同
規

則
第

８
章

）

５
計

画
の

届
出

（
電

離
放

射
線

障
害

防
止

規
則

第
６

１
条

）
(

5)
計

画
の

届
出

（
同

規
則

第
６

１
条

）

６
被

ば
く

線
量

の
測

定
（

規
則

第
２

０
条

）
(

6)
被

ば
く

線
量

の
測

定
（

放
射

性
同

位
元

素
（

放
射

性
同

位
元

素
等

に
よ

る
放

射
性

障

害
の

防
止

に
関

す
る

法
律

第
２

０
条

）

（
新

設
）

２
核

燃
料

物
質

（
核

原
料

物
質

、
核

燃
料

物
質

及
び

原
子

炉
の

規
制

に
関

す
る

法
律

。

同
法

施
行

令
第

41
条

非
該

当
事

業
者

に
限

る
。
）

核
燃

料
物

質
の

加
工

、
貯

蔵
及

び
廃

棄
の

事
業

等
に

関
し

、
使

用
及

び
貯

蔵
等

に
つ

い
て

規
制

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
環

境
の

保
全

等
を

図
る

も
の

で
あ

る
。

(
1)

使
用

の
許

可
・

取
消

し
等

核
燃

料
物

質
を

使
用

し
よ

う
と

す
る

者
は

、
原

子
力

規
制

委
員

会
の

許
可

を
要

す

る
。
（

同
法

第
５

２
条

、
同

法
第

５
３

条
）

ま
た

、
原

子
力

規
制

委
員

会
は

、
使

用
者

が
下

記
(

3)
の

基
準

に
違

反
し

た
場

合

な
ど

に
は

、
上

記
許

可
を

取
消

し
、

又
は

核
燃

料
物

質
の

使
用

の
停

止
を

命
ず

る
こ

と

が
で

き
る

。
（

同
法

第
５

６
条

）

(
2)

記
録

（
同

法
第

５
６

条
の

２
）

(
3)

使
用

及
び

貯
蔵

の
基

準
の

遵
守

（
同

法
第

５
７

条
）

(
4)

廃
棄

及
び

運
搬

の
基

準
の

遵
守

（
同

法
第

５
７

条
の

４
及

び
第

５
７

条
の

５
）

７
放

射
性

物
質

の
所

在
状

況
３

放
射

性
物

質
の

所
在

状
況

資
料

編
[
9
-
9
]
…

…
放

射
性

同
位

元
素

等
取

扱
事

業
所

資
料

編
[
9
-
9
]
…

…
放

射
性

同
位

元
素

等
取

扱
事

業
所

資
料

編
[

9-
10

]
…

…
核

燃
料

使
用

施
設

（
政

令
第

41
条

非
該

当
事

業
所

）

８
通

報
体

制
の

整
備

４
通

報
体

制
の

整
備

県
は

、
事

故
等

の
連

絡
通

報
体

制
（

夜
間

、
休

日
を

含
む

）
及

び
受

信
し

た
情

報
の

県
は

、
事

故
等

の
連

絡
通

報
体

制
（

夜
間

、
休

日
を

含
む

）
及

び
受

信
し

た
情

報

連
絡

通
報

体
制

を
確

立
す

る
。

の
連

絡
通

報
体

制
を

確
立

す
る

。

第
３

編
災

害
応

急
対

策
計

画
第

３
編

災
害

応
急

対
策

計
画

第
２

３
章

産
業

災
害

対
策

計
画

第
２

３
章

産
業

災
害

対
策

計
画

第
１

節
化

学
工

場
等

産
業

災
害

対
策

計
画

第
１

節
化

学
工

場
等

産
業

災
害

対
策

計
画

第
４

項
放

射
性

物
質

の
保

安
対

策
第

４
項

放
射

性
物

質
の

保
安

対
策

【
県

（
防

災
危

機
管

理
課

・
医

務
保

険
課

）
】

【
県

（
防

災
危

機
管

理
課

・
環

境
政

策
課

・
厚

政
課

・
医

務
保

険
課

・
地

域
医

療
推

進
室

・
健

康
増

進
課

）
】

１
実

施
機

関
１

実
施

機
関

(
1)

施
設

の
所

有
者

及
び

管
理

者
(

1)
施

設
の

所
有

者
及

び
管

理
者

資
料

編
[

9-
9]
…
…

放
射

性
同

位
元

素
等

取
扱

事
業

所
資

料
編

[
9-

9]
…
…

放
射

性
同

位
元

素
等

取
扱

事
業

所

資
料

編
[

9-
10

]
…

核
燃

料
使

用
施

設
（

政
令

第
４

１
条

非
該

当
事

業
所

）

２
応

急
措

置
２

応
急

措
置

(
1)

施
設

の
所

有
者

及
び

管
理

者
の

措
置

(
1)

施
設

の
所

有
者

及
び

管
理

者
の

措
置

ア
放

射
線

源
の

露
出

、
拡

散
等

の
発

生
若

し
く

は
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
は

、
所

轄
労

働
ア

放
射

性
物

質
に

よ
る

環
境

の
汚

染
等

の
発

生
若

し
く

は
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
は

、
国

基
準

監
督

署
、

警
察

、
市

町
、

海
上

保
安

部
・

署
等

に
通

報
す

る
。

（
所

轄
労

働
基

準
監

督
署

、
海

上
保

安
部

・
署

等
）
、

警
察

、
市

町
等

に
通

報
す

る
。
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(
2)

市
町

の
措

置
（

消
防

機
関

）
(

2)
市

町
の

措
置

（
消

防
機

関
）

ア
事

故
等

の
発

生
若

し
く

は
お

そ
れ

が
あ

る
と

通
報

が
あ

っ
た

場
合

は
、

直
ち

に
、

県
ア

事
故

等
の

発
生

若
し

く
は

お
そ

れ
が

あ
る

と
通

報
が

あ
っ

た
場

合
は

、
直

ち
に

、
県

に
通

報
す

る
。

に
通

報
す

る
と

と
も

に
、

必
要

に
応

じ
て

付
近

住
民

へ
の

広
報

活
動

を
行

う
。

イ
人

命
へ

の
危

険
が

切
迫

し
て

い
る

と
き

は
、

警
戒

区
域

の
設

定
又

は
付

近
住

民
等

に
イ

放
射

性
物

質
に

よ
る

環
境

の
汚

染
が

著
し

い
と

認
め

ら
れ

た
場

合
に

は
、

警
戒

区
域

対
し

て
避

難
勧

告
、

避
難

の
指

示
を

行
う

。
の

設
定

又
は

付
近

住
民

等
に

対
し

て
避

難
勧

告
、

避
難

の
指

示
を

行
う

。

(
3)

県
の

措
置

（
防

災
危

機
管

理
課

・
医

務
保

険
課

）
(

3)
県

の
措

置
（

防
災

危
機

管
理

課
・

環
境

政
策

課
・

厚
政

課
・

医
務

保
険

課
・

地
域

医

療
推

進
室

・
健

康
増

進
課

）
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